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整備予定の南北幹線道路
（町道 217号線の上飯島付近）

Ｑ
政
府
の
本
年
度
予

算
は
、
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
後
押

し
す
る
予
算
と
な
っ
て
い

る
。
町
の
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
の
取
り
組
み
状
況

は
。

〈
町
長
〉　

地
域
ケ
ア
会
議

を
通
じ
て
、
地
域
の
関
係

機
関
や
住
民
、
民
間
事
業

者
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
関
連

団
体
を
巻
き
込
み
、
連
携

体
制
を
構
築
し
て
い
き
た

い
。
住
民
主
体
の
「
ふ
れ

あ
い
の
居
場
所
」
で
、
出

番
や
役
割
に
よ
る
生
き
が

い
づ
く
り
が
健
康
寿
命
の

延
伸
に
つ
な
が
り
、
介
護

予
防
や
認
知
症
予
防
に
結

び
つ
く
。
介
護
予
防
を
積

極
的
に
推
進
し
た
い
。
元

気
な
方
々
を
支
え
る
側
に

回
っ
て
も
ら
う
取
り
組
み

が
重
要
と
な
る
。

Ｑ
介
護
の
予
防
や
現

状
維
持
だ
け
で
な

く
、要
支
援
か
ら
の
卒
業
、

そ
し
て
支
え
る
側
と
な
る

よ
う
な
発
想
で
の
取
り
組

み
を
求
め
る
。

〈
町
長
〉　

参
考
に
し
て
い

く
。Ｑ

町
の
東
西
を
走
る

東
毛
広
域
幹
線
道

路
が
開
通
し
た
。
南
北
幹

線
で
あ
る
藤
岡
大
胡
線
バ

イ
パ
ス
（
上
飯
島
〜
岩
倉

橋
）
の
整
備
計
画
の
現
状

は
。
ま
た
、
沿
線
の
土
地

利
用
、
使
用
目
的
変
更
を

ど
う
考
え
て
い
る
か
。

〈
町
長
〉　
「
は
ば
た
け
群

馬
・
県
土
整
備
プ
ラ
ン
」

で
は
、
南
北
幹
線
は
平
成

34
年
ま
で
に
着
手
す
る
と

さ
れ
て
い
る
。
東
毛
広
域

幹
線
道
路
が
平
成
29
年
に

４
車
線
で
全
線
開
通
と
な

る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
以
降
早
期
着
手

を
要
望
し
て
い
き
た
い
。

こ
の
沿
線
の
今
後
の
土
地

利
用
に
つ
い
て
は
、
整
備

の
時
期
や
交
通
状
況
、
社

会
状
況
が
影
響
す
る
。
地

域
に
即
し
た
利
用
を
詳
細

に
検
討
し
、
バ
ラ
ン
ス
の

と
れ
た
土
地
利
用
を
今
後

検
討
し
た
い
。

Ｑ
念
願
だ
っ
た
東
毛
広
域

幹
線
道
路（
以
下
「
広
幹

道
」）
が
暫
定
２
車
線
で
開
通

し
た
。
高
崎
玉
村
ス
マ
ー
ト
Ｉ

Ｃ
の
開
通
と
合
わ
せ
て
、
地
域

経
済
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
す

る
も
の
と
歓
迎
し
た
い
。
広
幹

道
を
横
断
す
る
通
学
路
や
農
耕

車
両
の
安
全
対
策
は
万
全
か
。

〈
町
長
〉　

各
学
校
に
お
い
て
、

地
区
懇
談
会
な
ど
で
保
護
者
や

地
域
の
方
々
と
協
議
し
て
き

た
。
そ
の
結
果
、
新
設
さ
れ
た

玉
村
宿
横
断
歩
道
橋
や
カ
ル

バ
ー
ト
を
使
っ
て
横
断
す
る
よ

う
に
通
学
路
を
指
定
し
た
。
開

通
後
初
登
校
と
な
る
９
月
１
日

に
は
職
員
が
交
通
指
導
を
行

い
、
安
全
に
登
校
で
き
る
か
確

認
し
た
。
ま
た
、
農
耕
車
両
に

つ
い
て
は
、
要
所
に
信
号
機
が

設
置
さ
れ
て
い
る
。
４
車
線
化

に
合
わ
せ
て
、
引
き
続
き
設
置

を
要
望
す
る
。

Ｑ
交
通
体
系
は
ど
う
な
る
。

〈
町
長
〉　

東
西
を
結
ぶ
幹
線
が

開
通
し
た
。
今
後
は
、
南
北
を

結
ぶ
斉
田
上
之
手
線
や
町
道
２

２
０
号
線
、
町
道
２
０
７
７
号

線
を
早
期
供
用
す
る
。
ま
た
、

藤
岡
大
胡
線
や
与
六
分
前
橋

石 内 國 雄

町
の
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の

　

取
り
組
み
は

 

町
地
域
ケ
ア
会
議
で
連
携
体
制
を
構
築
し
て
い
く

東毛広域幹線道路開通に伴う
　新たな交通体系を

町南北幹線や利根川新橋の整備について
　引き続き県に要望していく

宇 津 木 治 宣



vol.67　

東毛広域幹線道路（玉村伊勢崎バイパス）開通式

玉村町交番

Ｑ
玉
村
町
に
は
、
大

学
・
高
校･

小
中

学
校
・
幼
稚
園
・
児
童
館

な
ど
が
あ
り
、
来
春
た
ま

む
ら
道
の
駅
（
仮
称
）
も

開
設
す
る
。
町
が
都
市
化

し
て
い
く
中
で
、
防
犯
体

制
の
充
実
は
ま
す
ま
す
重

要
と
な
る
。近
年
の
犯
罪・

交
通
事
故
等
の
発
生
件
数

は
。

〈
町
長
〉　

犯
罪
件
数
は
、

平
成
19
年
が
４
９
３
件
、

平
成
25
年
が
２
６
８
件
で

５
割
強
の
減
と
な
っ
た
。

ま
た
交
通
事
故
件
数
は
、

平
成
19
年
４
３
１
件
、
平

成
25
年
は
２
６
６
件
と
、

約
６
割
減
少
し
た
。
こ
れ

は
、
玉
村
町
交
番
を
初

め
、
町
民
の
安
全
意
識
に

対
す
る
努
力
の
成
果
で
あ

る
と
感
じ
て
い
る
。ま
た
、

現
在
「
防
犯
活
動
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
」
９
団
体
が

活
動
し
て
い
る
。

Ｑ
玉
村
町
交
番
の
場

所
が
わ
か
り
づ
ら

い
が
、
移
転
を
考
え
て
い

る
か
。

〈
町
長
〉　

平
成
６
年
に
現

在
の
場
所
へ
移
転
し
た
。

主
要
幹
線
道
路
へ
の
ア
ク

セ
ス
も
よ
く
、
町
内
の
ど

こ
へ
で
も
短
時
間
で
行
け

る
利
点
が
あ
る
た
め
、
移

転
は
考
え
て
い
な
い
。

Ｑ
警
察
署
を
新
設
す

る
考
え
は
な
い
の

か
。

〈
町
長
〉　

現
行
の
交
番
体

制
で
十
分
機
能
を
果
た
し

て
い
る
。

Ｑ
交
番
の
増
設
を
望

む
が
。

〈
町
長
〉　

地
域
的
な
ア
ク

セ
ス
も
よ
く
、
組
織
機

構（
指
揮
系
統
も
１
ヵ
所
）

も
手
厚
い
も
の
と
な
っ
て

い
る
。　
　
　

Ｑ
「
住
民
自
治
の
ま

ち
づ
く
り
」
に
関

す
る
調
査
結
果
は
。

〈
町
長
〉　

平
成
25
年
に
町

民
満
足
度
調
査
を
実
施
し

た
。
１
０
０
０
名
対
象
で

回
答
は
４
５
２
件
。
満
足

度
が
高
い
も
の
は
、「
ご

み
処
理
」「
上
下
水
道
」「
保

健
・
健
診
」「
小
中
学
校
」

「
保
育
所
・
幼
稚
園
・
児

童
館
」
で
あ
り
、
低
い
も

の
は「
道
路
」「
地
域
医
療
」

「
防
災
」「
防
犯
・
交
通
安

全
」等
だ
っ
た
。
今
後
は
、

調
査
方
法
も
部
門
的
に
考

え
て
い
く
。

線
、
利
根
川
新
橋
な
ど
の
整
備

に
つ
い
て
、
引
き
続
き
県
に
要

望
し
て
い
く
。

Ｑ
広
幹
道
の
平
面
化
に

よ
っ
て
、
沿
道
の
開
発

が
期
待
さ
れ
る
が
。

〈
町
長
〉　

沿
道
は
市
街
化
調
整

区
域
で
あ
る
。
専
門
家
の
意
見

を
聞
き
な
が
ら
進
め
た
い
。

Ｑ
介
護
予
防
給
付
が
打
ち

切
ら
れ
る
要
支
援
者
へ

の
対
応
は
。

〈
町
長
〉　

町
で
は
、
要
支
援
１
・

２
の
方
で
訪
問
介
護
や
通
所
介

護
を
利
用
し
て
い
る
方
々
に
、

住
民
主
体
の
組
織
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
、
民
間
事
業
者
、
介
護
事
業

所
な
ど
地
域
の
多
様
な
担
い
手

に
よ
る
「
総
合
事
業
」
を
進
め
、

対
応
す
る
。

Ｑ
ふ
れ
あ
い
の
居
場
所
と

は
。

〈
町
長
〉　

地
域
の
絆
の
中
で
高

齢
者
も
担
い
手
と
な
り
、
生
き

が
い
や
役
割
を
通
し
て
健
康
寿

命
を
延
ば
す
こ
と
が
期
待
で
き

る
。

原　　 秀 夫

ま
す
ま
す
重
要
と
な
る
防
犯
対
策

　

体
制
を
充
実
さ
せ
る
施
策
は

  

町
警
察
・
住
民
・
行
政
が
一
体
と
な
っ
て

　

犯
罪
・
交
通
事
故
等
の
減
少
に
取
り
組
む


